
平成23年度税制改正大綱（平成22年12月16日閣議決定） -抄-

第２章 各主要課題の平成23年度での取組み

６．環境関連税制

（１）地球温暖化対策のための税の導入

我が国では、温室効果ガスの約９割をエネルギー起源ＣＯ２が占めており、エネルギー基本計画
（平成22年６月18日閣議決定）においては、地球温暖化対策等を強力かつ十分に推進することに
より、エネルギー起源ＣＯ２を2030 年に1990 年比▲30％程度、もしくはそれ以上削減することを見
込んでいます。

こうした状況に鑑み、我が国においても税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネル
ギー起源ＣＯ２排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、平成23年度に「地球温暖化対
策のための税」を導入することとします。

具体的な手法としては、広範な分野にわたりエネルギー起源ＣＯ２排出抑制を図るため、全化石
燃料を課税ベースとする現行の石油石炭税にＣＯ２排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖
化対策のための課税の特例」を設けることとします。

この特例により上乗せする税率は、原油及び石油製品については１キロリットル当たり760円、ガ
ス状炭化水素は１トン当たり780円、石炭は１トン当たり670円とします。

このように「広く薄く」負担を求めることで、特定の分野や産業に過重な負担となることを避け、課
税の公平性を確保します。また、導入に当たっては、急激な負担増とならないよう、税率を段階的
に引き上げるとともに、一定の分野については、所要の免税・還付措置を設けることとします。併せ
て、燃料の生産・流通コストの削減や供給の安定化、物流・交通の省エネ化のための方策や、過
疎・寒冷地に配慮した支援策についても実施することとします。

「地球温暖化対策のための税」について 資料３－２
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○ 「地球温暖化対策のための課税の特例」を設ける改正は、平成23年10月１日から実施し、所要の
経過措置を講じます。 具体的な税率は、次のとおりです。

「地球温暖化対策のための課税の特例」のCO2排出量１トン当たりの税率

課税物件 現行税率 H23.10～H25.3 H25.4～H27.3 H27.4～
原油・石油製品

［１kl当たり］ （2,040円）
+250円

（2,290円）
+250円

（2,540円）
+260円

（2,800円）
ガス状炭化水素

［１t当たり］ （1,080円）
+260円

（1,340円）
+260円

（1,600円）
+260円

（1,860円）
石炭

［１t当たり］ （700円）
+220円

（920円）
+220円

（1,140円）
+230円

（1,370円）

※ （ ）は石油石炭税の税率

「地球温暖化対策のための課税の特例」による税率


